
 

 

フィリピンでの遺骨帰還事業に関する検証報告書（平成 23 年 10 月５日） 

（概要） 

 

 

【検証結果】 

１．フィリピンで発生した盗骨事件とフィリピンでの遺骨帰還事業とを関連付ける具体的

な証言等は確認されなかったこと。 

２．遺骨の発見状況を証明する「宣誓供述書」の内容が虚偽であることは確認されなかっ

たこと。 

３．現地の鑑定人による遺骨の鑑定は当省職員の立ち会いの下で行われ、旧日本兵の遺骨

であることを証明するフィリピン国立博物館の証明書が発行されていたこと。 

一方で、現地の鑑定人が発見者等に直接面会し、発見状況を確認することが少ない等、

事業を適正に実施する観点から見直しが必要と考えられること。 

４．現地の鑑定人による鑑定前の遺骨の一部（現地に保管され、政府派遣団が受領してい

ない遺骨）について、試行的に行った科学的検査（ミトコンドリア DNA 解析）（※）を

踏まえて、遺骨の判定方法について見直しが必要と考えられること。 

 ※ フィリピン国立博物館の鑑定人による鑑定前の遺骨の中からミトコンドリア DNA の抽出が

比較的容易と思われるものを 110 検体選別し、ミトコンドリア DNA 塩基配列のハプロタイプ

解析を試みた。その結果、ハプロタイプを決定できないものが 44 個体あり、日本人に統計的

に有意に多く見られるハプロタイプに一致するものが５個体、フィリピン人に統計的に有意

に多く見られるハプロタイプに一致するものが 54 個体、どちらに多いともいえないハプロタ

イプに一致するものが５個体、これまでに日本人でもフィリピン人でも発見されていないハ

プロタイプに一致するものが２個体あった。 

 

【事業の見直し】 

 検証結果を踏まえ、次の改善を行うこととする。 

１．遺骨の収容は、フィリピン国立博物館職員の同行の下でのみ実施するとともに、骨学

等の研修を受けた当省職員を現場に派遣する。また、民間団体への委託は、遺骨の移動

を伴わない情報収集のみとする。 

２．遺骨の鑑定は、フィリピン側専門家と日本側関係者が合同で実施する。また、蛍光反

射検査を含む法人類学的検査を実施するとともに、当面、遺留品がある場合等を除き、

科学的検査（ミトコンドリア DNA 解析）を行う。 

３．以上に伴い、宣誓供述書は廃止する。 

４．遺骨への対価の支払いをしないことを徹底する。 

５．フィリピン政府との間で、事業の再開に必要な覚書を締結する。 

参考資料２ 

 


